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委員長 猪 原 愼太郎 

 

 

指定管理者の候補者の選定結果について（単独指定） 

 

このことについて、指定管理者の「候補者」として、下記のとおり選定しました。 

 

記 

 

１ 施設の名称 井原市美星堆肥センター 

 

２ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

 

３ 選 定 方 法 申請者から提出された書類やプレゼンテーションを基に、指定管理

者選定委員会において選定基準及び実績等を審査し、指定管理者の

候補者を選定した。 

 

４ 指定管理者の候補者 

   井原市美星堆肥センター運営組合 

   （井原市美星町黒忠３９番地８  組合長 三宅 達夫） 

 

５ 公募によらず選定する理由 

 当該指定管理者の候補者は、当該施設の現指定管理者であり、開設当時（平成１０

年度）から施設管理運営業務委託契約を締結、平成１８年度より指定管理者として指

定し、現在まで良好な管理運営を行っている。 

また、実績もノウハウもあり、搬出農家及び利用者との連携がとりやすく、施設の

特殊性からも施設の設置の目的を最も効果的に達成することができると考え、公募し

ないこととし、選定基準及び実績等を審査した結果、適当であると判断し選定した。 

 

 

 

 

 


